
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

都市整備部 住宅課

社会福祉法人等による公営住宅の使用許可の取消し

徳島市営住宅条例

第５１条

（電話 ６２１－５２８５ ）

徳島市営住宅条例（平成９年徳島市条例第２２号）
（使用許可の取消し）
第５１条 市長は，次の各号の一に該当する場合においては，公営住宅
の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
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